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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　供給される被処理物を燃焼するライザーと、前記ライザーからの流動媒体及び燃焼ガス
を、連結路を介して受けてこれらを分離するサイクロンとを有し、分離した前記流動媒体
は前記ライザー下部に戻す経路を介して戻し、燃焼ガスは排出する構成とした循環流動炉
において、
　前記サイクロンから排出される燃焼ガスを通す空気予熱器と：
　前記空気予熱器を通った後の燃焼ガスの除塵を行う集塵機と：
　前記集塵機の後段に設けられ、前記集塵機から送出される燃焼ガスを駆動源として回動
されるタービンと、タービンの回動に伴って回動され、加圧空気を生成するコンプレッサ
ーとを有する過給機と：
　このコンプレッサーによって生成された０．０５～０．３ＭＰａの加圧空気を、前記ラ
イザー内の流動媒体を流動させる一次空気及び、一次空気より上方の位置からライザー内
に供給される二次空気として供給する供給路と：
　前記戻す経路にシールポットがなく連続して返送される構成であり、前記戻す経路に設
けられた、前記流動媒体の移動を促進させるためのパージ用空気供給手段と：
　前記ライザーの内部温度を検出する温度検出手段と；前記連結路及びサイクロン出口部
の少なくとも一方の内部温度を検出する温度検出手段と；を含む温度検出手段と：
　これらの温度検出手段からの温度信号に基づき、前記一次空気量及び二次空気量のうち
少なくとも前記一次空気量を調整する空気量制御手段と：を含み、
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　前記コンプレッサーによって生成された前記加圧空気の一部を、前記空気予熱器に通し
た後に、前記一次空気及び前記二次空気として使用するとともに、
　前記加圧空気の残部は、前記空気予熱器を通さず、前記戻す経路に設けられた前記パー
ジ用空気供給手段に直接供給する、
　ことを特徴とする加圧循環流動炉の運転方法。
【請求項２】
　供給される被処理物を燃焼するライザーと、前記ライザーからの流動媒体及び燃焼ガス
を、連結路を介して受けてこれらを分離するサイクロンとを有し、分離した前記流動媒体
は前記ライザー下部に戻す経路を介して戻し、燃焼ガスは排出する構成とした循環流動炉
において、
　前記サイクロンから排出される燃焼ガスを通す空気予熱器と：
　前記空気予熱器を通った後の燃焼ガスの除塵を行う集塵機と：
　前記集塵機の後段に設けられ、前記集塵機から送出される燃焼ガスを駆動源として回動
されるタービンと、タービンの回動に伴って回動され、加圧空気を生成するコンプレッサ
ーとを有する過給機と：
　このコンプレッサーによって生成された０．０５～０．３ＭＰａの加圧空気を、前記ラ
イザー内の流動媒体を流動させる一次空気及び、一次空気より上方の位置からライザー内
に供給される二次空気として供給する供給路と：
　前記戻す経路の途中に設けられた、流動媒体を一時的に貯留するシールポットと：
　このシールポットに貯留した流動媒体を流動させる流動化空気供給手段と：
　前記ライザーの内部温度を検出する温度検出手段と；前記連結路及びサイクロン出口部
の少なくとも一方の内部温度を検出する温度検出手段と；を含む温度検出手段と：
　これらの温度検出手段からの温度信号に基づき、前記一次空気量及び二次空気量のうち
少なくとも前記一次空気量を調整する空気量制御手段と：を含み、
　前記コンプレッサーによって生成された前記加圧空気の一部を、前記空気予熱器に通し
た後に、前記一次空気及び前記二次空気として使用するとともに、
　前記加圧空気の残部は、前記空気予熱器を通さず、前記戻す経路に設けられた流動化空
気供給手段に直接供給する、
　ことを特徴とする加圧循環流動炉の運転方法。
【請求項３】
　前記空気量制御手段により、前記一次空気を、一次空気と二次空気の和である全空気量
の１０％～１００％の範囲で変動させる請求項１又は２に記載の加圧循環流動炉の運転方
法。
【請求項４】
　前記一次空気量の制御により、前記ライザー内の空塔速度を３．０～６．０ｍ／秒とす
る請求項１又は２に記載の加圧循環流動炉の運転方法。
【請求項５】
　前記ライザー内に脱硫剤を供給する脱硫剤供給手段を備える請求項１～４のいずれか１
項に記載の加圧循環流動炉の運転方法。
【請求項６】
　前記脱硫剤をスラリー状態で前記脱硫剤供給手段により前記ライザー内に供給する請求
項５記載の加圧循環流動炉の運転方法。
【請求項７】
　供給される被処理物を燃焼するライザーと、前記ライザーからの流動媒体及び燃焼ガス
を、連結路を介して受けてこれらを分離するサイクロンとを有し、分離した前記流動媒体
は前記ライザー下部に戻す経路を介して戻し、燃焼ガスは排出する構成とした循環流動炉
において、
　前記サイクロンから排出される燃焼ガスを通す空気予熱器と：
　前記空気予熱器を通った後の燃焼ガスの除塵を行う集塵機と：
　前記集塵機の後段に設けられ、前記集塵機から送出される燃焼ガスを駆動源として回動
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されるタービンと、タービンの回動に伴って回動され、加圧空気を生成するコンプレッサ
ーとを有する過給機と：
　このコンプレッサーによって生成された０．０５～０．３ＭＰａの加圧空気を、前記ラ
イザー内の流動媒体を流動させる一次空気及び、一次空気より上方の位置からライザー内
に供給される二次空気として供給する供給路と：
　前記戻す経路にシールポットがなく連続して返送される構成であり、前記戻す経路に設
けられた、前記流動媒体の移動を促進させるためのパージ用空気供給手段と：
　前記ライザーの内部温度を検出する温度検出手段と；前記連結路及びサイクロン出口部
の少なくとも一方の内部温度を検出する温度検出手段と；を含む温度検出手段と：
　これらの温度検出手段からの温度信号に基づき、前記一次空気量及び二次空気量のうち
少なくとも前記一次空気量を調整する空気量制御手段と：を含み、
　前記コンプレッサーによって生成された前記加圧空気の一部を、前記空気予熱器に通し
た後に、前記一次空気及び前記二次空気として使用する手段と、
　前記加圧空気の残部は、前記空気予熱器を通さず、前記戻す経路に設けられた前記パー
ジ用空気供給手段に直接供給する手段と、を有する、
　ことを特徴とする加圧循環流動炉の運転装置。
【請求項８】
　供給される被処理物を燃焼するライザーと、前記ライザーからの流動媒体及び燃焼ガス
を、連結路を介して受けてこれらを分離するサイクロンとを有し、分離した前記流動媒体
は前記ライザー下部に戻す経路を介して戻し、燃焼ガスは排出する構成とした循環流動炉
において、
　前記サイクロンから排出される燃焼ガスを通す空気予熱器と：
　前記空気予熱器を通った後の燃焼ガスの除塵を行う集塵機と：
　前記集塵機の後段に設けられ、前記集塵機から送出される燃焼ガスを駆動源として回動
されるタービンと、タービンの回動に伴って回動され、加圧空気を生成するコンプレッサ
ーとを有する過給機と：
　このコンプレッサーによって生成された０．０５～０．３ＭＰａの加圧空気を、前記ラ
イザー内の流動媒体を流動させる一次空気及び、一次空気より上方の位置からライザー内
に供給される二次空気として供給する供給路と：
　前記戻す経路の途中に設けられた、流動媒体を一時的に貯留するシールポットと：
　このシールポットに貯留した流動媒体を流動させる流動化空気供給手段と：
　前記ライザーの内部温度を検出する温度検出手段と；前記連結路及びサイクロン出口部
の少なくとも一方の内部温度を検出する温度検出手段と；を含む温度検出手段と：
　これらの温度検出手段からの温度信号に基づき、前記一次空気量及び二次空気量のうち
少なくとも前記一次空気量を調整する空気量制御手段と：を含み、
　前記コンプレッサーによって生成された前記加圧空気の一部を、前記空気予熱器に通し
た後に、前記一次空気及び前記二次空気として使用する手段と、
　前記加圧空気の残部は、前記空気予熱器を通さず、前記戻す経路に設けられた流動化空
気供給手段に直接供給する手段と、を有する、
　ことを特徴とする加圧循環流動炉の運転装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、下水汚泥、バイオマス、都市ゴミ等の被処理物を燃焼する加圧循環流動炉の
運転方法及び運転装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　下水汚泥、バイオマス、都市ゴミ等の被処理物を燃焼し、焼却炉から排出される燃焼ガ
スの持つエネルギーを有効に取り出すことに着目した焼却設備として、加圧流動炉が知ら
れている。加圧流動炉は、被処理物を燃焼させる加圧流動炉と、加圧流動炉から排出され
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る燃焼ガスによって回動されるタービンと、タービンと同軸に固着されたタービンの回動
に伴って回動され加圧空気を供給するコンプレッサーを内装する過給機を有することを特
徴とするシステムである。
【０００３】
　加圧流動炉システムでは、被処理物を完全燃焼させた際に生じる燃焼ガスによって過給
機のタービンを駆動し、コンプレッサーから排出される加圧空気によって被処理物の燃焼
及び流動床流動に必要な燃焼空気を全て賄う自立運転が可能となる。自立運転が可能とな
ることで、従来、必要であった流動ブロワおよび誘引ファンが不要となり、ランニングコ
ストが低減することが知られている（特許文献１参照）。
【０００４】
　他方、焼却設備として、循環流動炉を使用する技術も知られている（特許文献２）。循
環流動炉は、供給される被処理物を燃焼するライザーと、ライザーからの流動媒体（砂）
及び燃焼ガスを分離するホットサイクロン、ダウンカマー、ループシールで構成されてい
る。また、ライザーに充填された流動媒体を流動させるためにライザー底部に一次空気を
供給する第１送風機２と、一次空気より高い位置からライザーに２次空気を供給する第２
送風機を備えている。循環流動炉を使用する利点は、気泡流動炉との比較で、フリーボー
ド燃焼がない又は少ないので、安定した燃焼が得られる、燃焼効率が高く設備がコンパク
ト等の点で有利といわれている。しかしながら、流動砂を終末速度以上の空塔速度でライ
ザー内を上昇させる必要があり、そのために二次空気用流動ブロワが必要となる場合があ
った。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２８２５１号公報
【特許文献２】特開２００２－２８６２１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明の主たる課題は、循環流動炉を加圧流動炉として利用することにより、
それらの各炉が持つ利点を生かしながら、さらなる利点をも、もたらすシステムを構築す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決した本発明は次のとおりである。
　供給される被処理物を燃焼するライザーと、前記ライザーからの流動媒体及び燃焼ガス
を、連結路を介して受けてこれらを分離するサイクロンとを有し、分離した前記流動媒体
は前記ライザー下部に戻し、燃焼ガスは排出する構成とした循環流動炉において、
　前記流動炉から排出される燃焼ガスを駆動源として回動されるタービンと、タービンの
回動に伴って回動され、加圧空気を生成するコンプレッサーとを有する過給機と：
　このコンプレッサーによって生成された加圧空気を、前記ライザー内の流動媒体を流動
させる一次空気及び、一次空気より上方の位置からライザー内に供給される二次空気とし
て供給する供給路と：
　前記ライザーの内部温度を検出する温度検出手段と；前記連結路及びサイクロン出口部
の少なくとも一方の内部温度を検出する温度検出手段と；を含む温度検出手段と：
　これらの温度検出手段からの温度信号に基づき、前記一次空気量及び二次空気量のうち
少なくとも前記一次空気量を調整する空気量制御手段と：
　を含むことを特徴とする加圧循環流動炉の運転方法。
【０００８】
　（作用効果）
　供給される被処理物を燃焼するライザーと、前記ライザーからの流動媒体及び燃焼ガス
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を、連結路を介して受けてこれらを分離するサイクロンとを有し、分離した前記流動媒体
は前記ライザー下部に戻し、燃焼ガスは排出する構成とした循環流動炉を使用する。
　かかる循環流動炉を使用することにより、供給される被処理物を、フリーボード燃焼が
ない又は少ないので、主にライザーで安定した燃焼を図ることができる。
　さらに本発明では、流動炉から排出される燃焼ガスを駆動源として回動されるタービン
と、タービンの回動に伴って回動され、加圧空気を生成するコンプレッサーとを有する過
給機と、そのコンプレッサーによって生成された加圧空気を、流動炉のライザーの流動媒
体を流動させる一次空気及び一次空気より上方の位置からライザー内に供給される二次空
気として供給する供給路とを有する構成によって、流動媒体（流動砂）の十分な流動、お
よび燃焼処理を図ることができる。
　観点を変えていえば、被処理物を完全燃焼させた際に生じる燃焼ガスによって過給機の
タービンを駆動し、コンプレッサーから排出される加圧空気によって被処理物の燃焼及び
流動媒体の流動に必要な燃焼空気を全て賄う自立運転が可能となる。自立運転が可能とな
ることで、従来、必要であった流動ブロワおよび誘引ファンが不要となり、ランニングコ
ストが低減する。さらに、生成された加圧空気の圧力は十分に高く、二次空気より高い圧
力が必要な一次空気として全量供給することも可能となる。
　前記ライザーの内部温度を検出する温度検出手段と、前記連結路及びサイクロン出口部
の少なくとも一方の内部温度を検出する温度検出手段とを含む温度検出手段を有する。
　さらに、これらの温度検出手段からの温度信号に基づき、前記一次空気量及び二次空気
量のうち少なくとも前記一次空気量を調整する空気量制御手段を有する。
　その結果、温度検出手段により温度信号に基づき、一次空気量及び二次空気量のうち少
なくとも一次空気量を調整することにより燃焼を安定化させることができる。
　本発明においては、ライザーでの温度検出（高さ方向１箇所又は複数箇所）のほか、特
に、連結路及びサイクロン出口部の少なくとも一方においても、温度検出して一次空気量
及び二次空気量のうち少なくとも一次空気量を調整する。
　本発明においては、要すれば、循環流動炉と過給機とを組み合せるので流動・誘引ブロ
ワが不要となり、さらに、空気量調整で適切な温度で燃焼する。
【０００９】
　前記空気量制御手段により、前記一次空気を、一次空気と二次空気の和である全空気量
の１０％～１００％の範囲で変動させる加圧循環流動炉の運転方法。
【００１０】
　（作用効果）
　一次空気と二次空気の和である全空気量の１０％～１００％の範囲で変動させることに
より、流動媒体の流動状態及び被処理物の燃焼を適切なものとすることができる。
　従来の循環流動炉では、炉内に供給する総燃焼空気流量のうち、一次空気に供給できる
空気流量は、流動ブロワの能力によって制限されていた。これは一次空気が循環流動炉の
流動層内に供給されるため、二次空気と比較して高い供給圧力が必要とされるからである
。一方、本発明によれば、コンプレッサーから排出される加圧空気の圧力が十分に高いた
め設備建設後でも総燃焼空気流量に占める一次空気の割合を自由に変えることができる。
【００１１】
　前記一次空気量の制御により、前記ライザー内の空塔速度を３．０～６．０ｍ／秒とす
る加圧循環流動炉の運転方法。
【００１２】
　（作用効果）
　ライザー内の空塔速度を遅くすることにより、被処理物の安定した燃焼を図ることがで
きる。
【００１３】
　前記循環流動炉は、サイクロンで分離した前記流動媒体を前記ライザー下部に戻す戻す
経路の途中に、前記流動媒体を一時的に貯留するシールポットを有し、このシールポット
には貯留流動媒体を流動させて前記ライザー下部に戻すよう流動化空気供給手段を備えた
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構成である加圧循環流動炉の運転方法。
【００１４】
　（作用効果）
　サイクロンで分離した流動媒体をライザー下部に戻す戻す経路の途中に、流動媒体を一
時的に貯留するシールポットを設けると、ライザー下部からサイクロンへの吹き抜けを防
止できる。貯留流動媒体を流動させてライザー下部に戻すために、流動媒体を戻す量を制
御できる。
【００１５】
　前記循環流動炉が、分離した前記流動媒体を、前記ライザー下部に戻す経路にシールポ
ットがなく連続して返送され、戻す経路下方には、流動化空気供給手段を備えた構成であ
る加圧循環流動炉の運転方法。
【００１６】
　（作用効果）
　サイクロンで分離された流動媒体を、ライザー下部に戻す経路にシールポットがなく連
続して返送することもできる。この場合、戻す経路の下部にシールポットを設けないとし
ても、ライザー下部からサイクロンへの吹き抜け防止のためには、戻す経路の下部に流動
媒体が必要な密度で存在することが必要となる。流動化空気は、戻す経路での流動媒体の
移動を促進する。
【００１７】
　前記ライザー内に脱硫剤を供給する脱硫剤供給手段を備える加圧循環流動炉の運転方法
。
【００１８】
　（作用効果）
　燃焼ガス中に含まれる硫黄分を可能な限り除去することが望ましい。そこで、ライザー
内に脱硫剤を供給することで硫黄分の除去が可能である。循環流動炉内に脱硫剤を投入す
る最大の利点は、脱硫剤も循環するので、未反応の脱硫剤が減少し、脱硫剤の時間当たり
の使用量は少なくて足りる。
【００１９】
　前記脱硫剤をスラリー状態で前記脱硫剤供給手段により前記ライザー内に供給する加圧
循環流動炉の運転方法。
【００２０】
　（作用効果）
　脱硫剤（その代表例は石灰石）は、たとえば１０～５００μｍの粒子で供給してもよい
が、未反応の脱硫剤（特に小径の脱硫剤）が循環流動炉外へ排出されてしまう可能性があ
るとともに、過度に大きいと供給量当たりの総比表面積が大きくならないので、反応効率
が悪い問題がある。さらに、粒子形態では、循環流動炉への供給量の調整を厳格に行うこ
とができ難い。しかも、根本的な課題として、本発明ではライザー内を加圧状態とするの
で、粒子形態の供給に困難を来す。これに対し、脱硫剤をスラリー状態で脱硫剤供給手段
によりライザー内に供給することで、前述の問題のすべてを解決できる。
【００２１】
　前記循環流動炉が、分離した前記流動媒体を、前記ライザー下部に戻す経路にシールポ
ットがなく連続して返送される構成であり、
　前記サイクロンから排出される燃焼ガスを空気予熱器に通した後に、集塵機により集塵
を行ない、集塵機で除塵された空気を前記過給機のタービンに供給し、コンプレッサーに
よって生成された加圧空気の一部を前記空気予熱器に通した後に、一次空気及び二次空気
として使用するとともに、
　加圧空気の残部は、前記空気予熱器を通さず、前記戻す経路に設けた前記流動化空気供
給手段に直接供給する加圧循環流動炉の運転方法。
【００２２】
　（作用効果）
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　戻す経路に設けた流動化空気吹込み手段に供給する加圧空気としては、高温であるとハ
ンドリングなどに問題が生じるので、空気予熱器を通さず、直接、コンプレッサーによっ
て生成された加圧空気を供給するので望ましい。
【００２３】
　供給される被処理物を燃焼するライザーと、前記ライザーからの流動媒体及び燃焼ガス
を、連結路を介して受けてこれらを分離するサイクロンとを有し、分離した前記流動媒体
は前記ライザー下部に戻し、燃焼ガスは排出する構成とした循環流動炉において、
　前記流動炉から排出される燃焼ガスを駆動源として回動されるタービンと、タービンの
回動に伴って回動され、加圧空気を生成するコンプレッサーとを有する過給機と、
　このコンプレッサーによって生成された加圧空気を、前記流動炉のライザーに、一次空
気及び二次空気として供給する供給路と、
　前記ライザーと、前記連結路及びサイクロン出口部の少なくとも一方とにその内部温度
を検出する温度検出手段と、
　前記温度検出手段からの温度信号に基づき、前記一次空気量及び二次空気量を調整する
空気量制御手段と、
　を含むことを特徴とする加圧循環流動炉の運転装置。
【００２４】
【発明の効果】
【００２５】
　以上の発明によれば、循環流動炉を加圧流動炉として利用することにより、それらの各
炉が持つ利点を生かしながら、前掲のさらなる利点を示すものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の第１の実施の形態の概要説明図である。
【図２】本発明の第２の実施の形態の概要説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の本実施形態について添付図面を参照しつつ詳説する。
【００２８】
　＜第１の実施の形態＞
　循環流動炉１は、供給される被処理物を燃焼するライザー２と、ライザー２からの流動
媒体（砂）及び燃焼ガスを、連結路３を介して受けてこれらを分離する（ホット）サイク
ロン４とを有し、分離した流動媒体は傾斜した戻す経路５を介してライザー２下部に戻し
、燃焼ガスは、サイクロン４の頂部から排出する構成としたものである。
　ライザー２の底部には、主に流動媒体を流動させるための一次空気供給口が設けられて
おり、一次空気取り入れ口の上方には二次空気供給口が供えられている。
【００２９】
　また、流動炉１から排出される燃焼ガスを駆動源として回動されるタービン３０ａと、
タービン３０ａの回動に伴って回動され、外気Ａを取り込んで加圧空気を生成するコンプ
レッサー３０ｂとを有する過給機３０を含む。
【００３０】
　さらに、コンプレッサー３０ｂによって、吸気された空気をたとえば０．０５～０．３
ＭＰａに昇圧した加圧空気を、流動炉１のライザー２に、一次空気及び二次空気として供
給する供給路３１，３２，３３，３４Ａ，３４Ｂと、前記ライザー２と連結路３及びサイ
クロン４出口部の少なくとも一方とにその内部温度を検出する温度検出手段６０，６０・
、６１、６２と、温度検出手段６０，６０・、６１、６２からの温度信号に基づき、一次
空気量及び二次空気量を調整する空気量制御手段３４ａ，３４ｂとを備える。
【００３１】
　サイクロン４の頂部から排出される燃焼ガスは、導路６を介して空気予熱器１０に導か
れ、コンプレッサー３０ｂによって生成された連結路３１、３２を介して導入された加圧
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空気を予熱するようになっている。空気予熱器１０としては、シェルアンドチューブ式熱
交換器などを使用できる。
【００３２】
　空気予熱器１０を通った後の燃焼ガスは、導路７を介して集塵機２０に供給され、空空
気予熱器１０から送出される燃焼ガスに含まれるダスト、細粒化された流動砂等の不純物
を除去する。捕捉不純物Ｄは排出路９を介して系外に排出される。
　集塵機２０に内装されるフィルタとしては、例えばセラミックフィルタを用いることが
でき、集塵機２０は、下部側の側壁の下部には、燃焼ガスを機器内に供給する供給口が形
成され、上部には、不純物等が取除かれた清浄な燃焼ガスを機器外に排出する排出口が形
成されている。
【００３３】
　（過給機）
　過給機３０は、集塵機２０の後段に設けられており、集塵機２０から送出される燃焼ガ
スを、管路８を介して受けて、これによって回動されるタービン３０ａと、タービン３０
ａの回動を伝達する軸３０ｃと、該タービンと同軸に固着されて軸３０ｃによって回動を
伝達されることによって加圧空気を生成するコンプレッサー３０ｂとから構成されている
。生成された加圧空気は、燃焼空気として加圧流動炉１へ供給される。
【００３４】
　管路８を通る燃焼ガスの一部は、流量調整弁９ａを介して直接煙突などの排気手段４０
に導かれ、大気に放出される。なお、排気手段４０の上流側には、燃焼ガス中の硫黄分等
を除去する排煙処理手段（図示せず）が備えられている。
【００３５】
　（運転形態例）
　下水汚泥、バイオマス、都市ゴミ等の被処理物は、一時貯留装置７０から切り出され、
ライザー２の中段から内部に供給される。供給された被処理物は、ライザー２内での流動
媒体（砂）の上昇に伴って、上昇しながら燃焼が行われ、ライザー２上部から連結路３を
介してサイクロン４に移行される。
　サイクロン４では、燃焼ガスと流動媒体とに分離され、燃焼ガスは燃焼ガスとして空気
予熱器１０に導かれる。
　サイクロン４で分離された流動媒体は、その下部に移行し、傾斜した戻す経路５を介し
てライザー２下部に戻される。
【００３６】
　前述のように、コンプレッサー３０ｂによって生成された加圧空気は、供給路３１，３
２，３３，３４Ａ，３４Ｂを通り、空気予熱器１０を介して流動炉１のライザー２に、一
次空気及び二次空気として供給する。
【００３７】
　ライザー２と、連結路３及びサイクロン４出口部の少なくとも一方（図示の形態では両
方）とにその内部温度を検出する温度検出手段６０、６１、６２が設けられ、これら温度
検出手段６０、６１、６２の温度信号に基づき、演算処理装置３６が、一次空気量及び二
次空気量を調整する空気量制御手段３４ａ，３４ｂに流量信号を与えるようになっている
。
　この場合の信号処理形態に限定はないが、好ましくは二次空気吹込み部位からサイクロ
ン４出口部に到る各温度検出手段６０、６１、６２の検出温度が実質的に同一である（１
５℃程度以内の温度差）のが望ましい。
　一次空気量は、一次空気と二次空気の和である全空気量の１０％～１００％の範囲で変
動させることができる。
　一次空気量の制御により、ライザー２内の空塔速度を３．０～６．０ｍ／秒とするのが
望ましい。
　これらは、完全燃焼を図るためにライザー２内での滞留時間を長くし、空塔速度を遅め
にする観点から、一次空気、二次空気あるいはこれらの和である全空気量を制御すること
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ができる。
【００３８】
　一次空気及び二次空気のほか、三次空気吹込み路３４Ｃを設けてもよい。一次空気はラ
イザー２の下部から吹込み、その上方に最下段の温度検出手段６０を設けるのが望ましい
。流動媒体の流動層の上面は、戻す経路５の下部が没するレベルに設定するのが望ましい
。
　そして、流動層の上面の上方から、二次空気吹込み路３４Ｂを通して二次空気を吹き込
むのが望ましい。
【００３９】
　他方、ライザー２内に脱硫剤Ｘ（石灰石、消石灰、ドロマイトなど）を供給する脱硫剤
供給手段が設けられている。図１の例では、脱硫剤Ｘを溶解槽５２にて溶解し、スラリー
としてポンプ５３によりライザー２内に供給するようになっている。他方、図２に示すよ
うに、粒状脱硫剤Ｘを一時貯留器５０から切り出して、フィーダ５１により供給するよう
にしてもよい。
【００４０】
　脱硫剤Ｘの添加により、排ガス中に含まれる硫黄分を可能な限り除去する。脱硫剤Ｘの
添加量は、被処理物の硫黄分含有量の測定、並びにたとえば煙突４０から大気中に放出す
る排気ガスの硫黄分濃度を測定し、硫黄分を除去するための脱硫剤Ｘ量を設定し、連続的
にライザー２内に脱硫剤Ｘを供給することができる。
【００４１】
　脱硫剤は、粒状の場合、たとえば１０～５００μｍとするのが望ましい。過度に小さい
と、未反応の脱硫剤が循環流動炉外へ排出されてしまう可能性があるとともに、過度に大
きいと供給量当たりの総比表面積が大きくならないので、反応効率が悪い問題がある。
　脱硫剤をスラリー状態で脱硫剤供給手段によりライザー２内に供給するようにすると、
問題のすべてを解決でき最適な形態である。
【００４２】
　他の脱硫剤Ｘの供給方法として、粉状の脱硫剤を空気輸送で炉内に供給する方法や、汚
泥と脱硫剤Ｘとを混合機（図示せず）で混合したのち、炉内に供給することもできる。当
該混合機は一時貯留装置７０の上流、または下流に設ければよく、さらに一時貯留装置７
０を混合機として使用しても良い。
【００４３】
　加圧空気の一部は、図１に示すように、戻す経路５内の流動媒体の移動を促進させるた
めのパージ用空気３５Ａ及び　戻す経路５出口付近の流動を促進させるためのアシスト空
気３５Ｂとして使用することができる。
　この場合、空気予熱器１０で加熱することはハンドリング性の低下となるので、空気予
熱器１０を避けて、バイパス路３５を通して供給することが望ましい。
【００４４】
　＜第２の実施の形態＞
　図２に示すように、循環流動炉１は、サイクロン４で分離した流動媒体をライザー２下
部に戻す戻す経路５の途中に、流動媒体を一時的に貯留するシールポット８０を設け、こ
のシールポット８０に、貯留した流動媒体を流動させてライザー２下部に戻すよう流動化
空気供給手段８１を設けることができる。
【００４５】
　サイクロン４で分離した流動媒体をライザー２下部に戻す戻す経路５の途中に、流動媒
体を一時的に貯留するシールポット８０を設けると、ライザー２下部からサイクロン４へ
の吹き抜けを防止できる。しかし、一時貯留した流動媒体はライザー２下部に戻すように
循環させる必要があるために、流動化空気供給手段８１を設けることができる。
　この第２の形態において、流動化空気供給手段８１から吹き込む空気として、別途ブロ
ワを用意するのではなく、コンプレッサー３０ｂによって生成された加圧空気を使用でき
る。



(10) JP 6554985 B2 2019.8.7

10

20

【符号の説明】
【００４６】
１　　　　循環流動炉
２　　　　ライザー
３　　　　連結路
４　　　　サイクロン
５　　　　戻す経路
１０　　　空気予熱器
２０　　　集塵機
３０　　　過給機
３０ａ　　タービン
３０ｂ　　コンプレッサー
３４Ａ　　一次空気供給路
３４Ｂ　　二次次空気供給路
３４Ｃ　　三次空気供給路
６０　　　温度検出手段
６１　　　温度検出手段　
６２　　　温度検出手段
８０　　　シールポット
Ｘ　　　　脱硫剤

【図１】 【図２】
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